
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
六
号

超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
（
第
三
条―

第
七
条
）

第
三
章
　
雑
則
（
第
八
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
及
び
基
幹

放
送
局
設
備
に
適
用
さ
れ
る
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
七
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
条
　
こ
の
章
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
主
搬
送
波
の
変
調
）

第
四
条
　
主
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
は
、
周
波
数
変
調
と
す
る
。

２
　
主
搬
送
波
の
最
大
周
波
数
偏
移
は
、
（±

）
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

３
　
主
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
は
、
モ
ノ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
音
声
信
号
と
し
、
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
主
チ
ャ
ネ
ル
信
号
（
左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
の
信
号
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
副
チ
ャ
ネ
ル
信
号
（
左
側
信
号
と
右
側
信
号
と
の
差
の
信
号
に
よ
り
副
搬
送
波
を
振
幅
変
調
し
た
と
き
に
生
ず
る
側
波
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
（
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
の
受
信
の
補
助
の
た

め
に
伝
送
す
る
信
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
図
第
一
号
に
示
す
周
波
数
配
列
及
び
方
程
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
音
声
信
号
）

第
五
条
　
音
声
信
号
の
最
高
周
波
数
は
、
一
五
、
〇
〇
〇
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

２
　
音
声
信
号
は
、
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時
定
数
を
有
す
る
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
周
波
数
特
性
の
回
路
に
よ
り
プ
レ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
）

第
六
条
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
副
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
は
、
振
幅
変
調
と
し
、
当
該
副
搬
送
波
は
、
抑
圧
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
の
入
力
端
子
に
信
号
を
加
え
た
場
合
の
主
チ
ャ
ネ
ル
信
号
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
及
び
副
チ
ャ
ネ
ル
信
号
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
同
一
の
値
と
し
、
か
つ
、
そ
の
最
大
値
が

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
最
大
周
波
数
偏
移
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

三
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
最
大
周
波
数
偏
移
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

四
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
の
周
波
数
は
一
九
ｋ
Ｈ
ｚ
、
副
搬
送
波
の
周
波
数
は
三
八
ｋ
Ｈ
ｚ
と
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
の
周
波
数
と
副
搬
送
波
の
周
波
数
と
は
、
相
互
に
低
調
波
と
高
調
波
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

五
　
副
搬
送
波
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
が
時
間
軸
と
交
わ
る
と
き
、
同
時
に
正
傾
斜
で
時
間
軸
と
交
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
七
条
　
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
九
号
）
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
の
補
完

放
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
雑
則

（
緊
急
警
報
信
号
に
適
用
す
る
規
定
）

第
八
条
　
超
短
波
放
送
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号
を
送
る
場
合
は
、
緊
急
警
報
信
号
を
音
声
信
号
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
音
声
信
号
に
関
す
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
昭
和
四
十
三
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

1



１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
図
第
一
号
（
第
４
条
第
３
項
関
係
）

１
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
を
行
う
場
合
の
変
調
信
号
の
周
波
数
配
列

2



3



２
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
を
行
う
場
合
の
変
調
信
号
の
方
程
式

Ａ＝

Ｍ
＋
Ｓ
＋
Ｐ

Ｍ＝
Ｌ
＋
Ｒ

Ｓ＝
（
Ｌ－

Ｒ
）
ｓ
ｉ
ｎ
（ω

ｔ
）

Ｒ＝

Ｐ
ｓ
ｉ
ｎ
（ω

ｔ
／
２
＋θ

）

注
１
　
Ａ
は
、
主
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
電
圧
と
す
る
。

２
　
Ｍ
は
、
主
チ
ャ
ネ
ル
信
号
の
電
圧
と
す
る
。

３
　
Ｓ
は
、
副
チ
ャ
ネ
ル
信
号
の
電
圧
と
す
る
。

４
　
Ｐ
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
の
電
圧
と
す
る
。

５
　
Ｌ
は
左
側
信
号
の
電
圧
と
し
、
Ｒ
は
右
側
信
号
の
電
圧
と
す
る
。

６
　ω

は
、
副
搬
送
波
の
周
波
数
の
２π

倍
と
す
る
。

７
　
Ｐ
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
の
電
圧
の
振
幅
と
し
、θ

は
当
該
信
号
の
位
相
と
す
る
。

８
　
ｔ
は
、
時
間
と
す
る
。
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